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８ 大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復

できる条件を整備する

8-1)大量の災害廃棄物処理の停滞

・ 南海トラフ地震が発生し、家屋倒壊や津波による災害廃棄物や津波堆積物が大量に発生し、広域処理の調整ができず、

廃棄物処理が長期化し、復旧･復興が遅れる

・ 沿岸部の道路啓開等を行うための人材、重機等が壊滅的な打撃を受け、被害が超広域であるため、他県からの支援も

困難な状況であり、復旧・復興が大幅に遅れる

・ 警察が津波等で被害を受け、被災地域のパトロールが手薄になり、治安が悪化し、長期の避難生活による地域コミュニ

ティの崩壊により、その後の復興作業が大幅に遅れる

・ 基幹インフラが損壊するが、被災範囲が広大なことから、復旧資材・重機・技術者が十分揃わず、基幹インフラの復旧が進

まず、物流等が滞り、復旧・復興が大幅に遅れる

・ 液状化とともに地盤沈下したところへ津波が来襲することで広域が水没し、海抜０ｍとなった地域は長期にわたり水没する

8-3) 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化

8-4) 基幹インフラの損壊

8-5) 広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生

8-2) 復旧・復興を担う人材等の不足

○建設業ＢＣＰ策定の促進

・ 建設業ＢＣＰ策定・更新を促進

○建設産業の担い手確保・育成

・ 建設産業の魅力発信、

技術者育成等の支援 ○ 県技術職員ＯＢ等による支援体制の構築

・ 県技術職員ＯＢ等からなる防災エキスパート、

山地防災ヘルパー、砂防ボランティア等の

協力による支援体制構築

推進方針（概要）

起きてはならない最悪の事態

○災害廃棄物処理計画の策定促進

・ 市町村における計画策定の促進

○事前復興計画等の策定促進

・ モデルとなる市町村の支援

・ 仮設住宅の用地確保計画の策定促進

○地籍調査の促進

○訓練の実施等による実効性の向上

・ 県内市町村、民間事業者、

他都道府県等による連携訓練の実施

・ 国交省と連携した情報伝達訓練、排水ポンプ車稼

働訓練の実施

○被災者生活再建支援制度の充実

・ 被災者生活再建支援制度の充実

・ 市町村職員向け「被災者生活再建支援制度」研修

○自主防災組織等の充実強化

・ 自主防災組織の活動活性化支援

・ 消防団の強化、防災リーダーの育成

・ 防災訓練等による災害に強い地域コミュニティの構築

○四国新幹線の整備推進

・ 四国新幹線実現に向けた取組を

推進

○緊急輸送道路等の整備推進

・ 緊急輸送道路等の橋梁耐震化

○浸水対策の推進

・ 海岸堤防・河川堤防の耐震化

・ 防潮林の整備推進

○公共土木施設の老朽化対策の促進

・ 「徳島県公共施設等

総合管理計画」の策定

○ミッシングリンクの早期解消

・ 四国横断自動車道及び地域

高規格道路阿南安芸自動車道の

整備促進

○警察、消防等の体制・資機材等の充実強化

・ 警察、消防等の体制・装備資機材等の充実強化

・ 訓練施設、体制の更なる充実強化

○ 大規模災害発生時における支援協定の締結団体との

連携強化

・ 協定締結団体との連携訓練による道路啓開等の能力

向上や支援体制の強化

腐食
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８ 大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復でき

る条件を整備する

８－１）大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる

事態

８－４）基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態

８－５）広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復旧・復興

が大幅に遅れる事態

＜要点＞

ミッシングリンクの早期解消や四国新幹線の整備を促進するとともに、公共土木施

設等の長寿命化対策等を推進し基幹インフラの損壊等の防止を図る。また、「災害廃

棄物処理計画」の策定及び地籍調査を促進する。さらに、長期浸水に備え、海岸堤防

等の耐震化を推進する。

ミッシングリンクの早期解消等

○ 高規格道路のミッシングリンクの早期解消や機能強化のため、四国横断自動車道及び地域高

規格道路阿南安芸自動車道の整備を促進する。

・四国横断自動車道（徳島ＪＣＴ～阿南間）及び地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道

路～海部道路）の整備（再掲：省略）

・高松自動車道の４車線化（再掲） 工事施工中（Ｈ２５）→ 完成（Ｈ３０）

四国新幹線の整備推進

○ 「山陽新幹線のリダンダンシーの確保」や「多重型国土軸の形成」として、「四国新幹線」

の整備を推進する。

・四国新幹線実現に向けた取組を推進 シンポジウム開催（Ｈ２６)→ 継続して実施

地籍調査の推進

○ 被災後の迅速な復旧・復興が可能となるよう、地籍調査の促進を図る。

・地籍調査進捗率 ３１.８％（Ｈ２５）→ ３７％（Ｈ３０）

リダンダンシーの確保
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災害廃棄物処理計画の策定促進

○ 「災害廃棄物対策指針（Ｈ２６ .３)」に基づき、「徳島県災害廃棄物処理計画」を策定した

上で、市町村災害廃棄物処理計画策定ガイドラインを作成し、市町村の計画策定を支援する。

また、今後、国が予定しているブロック毎の広域処理行動計画等の策定に併せて、必要な見

直しを随時行う。

なお、災害廃棄物については、最終処分量の減量化や資源の

有効活用の観点から、例えば、木くずについては、MDFやバイオ

マスボイラ燃料への再生を図るなど再資源化の徹底について検

討を行う。

・「災害廃棄物処理計画」の策定市町村数

０市町村（Ｈ２５）→ ２４市町村策定（Ｈ２８）

浸水対策の推進

○ 浸水被害の防止・軽減を図るため、海岸堤防、河川堤防及び防潮林等の整備・耐震化につい

て、計画的かつ着実に進める。また、水門・樋門等の自動化、陸閘の統廃合・常時閉鎖を進め

ることにより、防災力の強化と操作員の安全を確保するとともに、迅速な閉鎖を図る訓練を行

う。

・海岸・河川堤防等の地震・津波対策の推進（全５９箇所）（再掲）

８箇所（Ｈ２５）→ ２１箇所（Ｈ３０）

・撫養港海岸の地震・津波対策の促進（再掲）工事施工中（Ｈ２５）→ 完成（Ｈ２８）

・旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の地震・津波対策の促進（再掲）

工事施工中（Ｈ２５）→ 工事促進中（Ｈ３０）

・水門・樋門等の自動化・閉鎖率（再掲） ３８％（Ｈ２５）→ ４６％（Ｈ３０）

・林野４海岸の施設の点検・機能強化と防潮林の整備（再掲） 毎年度実施

・重点整備河川の整備率（再掲） ６８％（Ｈ２５）→７８％（Ｈ３０）

・吉野川・旧吉野川・那賀川の洪水対策の促進（再掲：省略）

・長安口ダムの改造の促進（再掲） 工事施工中（Ｈ２５）→完成（Ｈ３０）

公共土木施設等の老朽化対策の促進

○ 本県の道路、河川、港湾、砂防など社会資本の多くは、高度経済成長期に整備され、多くの

施設が急激に高齢期を迎えることから、ライフサイクルコストの最小化や予算の平準化を図る

ための、公共土木施設等の長寿命化対策を推進する。

・「徳島県公共施設等総合管理計画」の策定（Ｈ２６）

・総合管理計画に基づく「全ての施設類型（１７類型）毎の個別施設計画」をＨ３１までに

策定

事前復興計画等の策定促進

○ 事前復興計画策定モデル事業を拡充し、高台移転などの「まちづくり計画」に係る概略検討

を支援対象に追加するなど、具体的なモデルとなる市町村を支援し、市町村の事前復興計画の

策定を促進する。
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○ 南海トラフ地震の被害想定に基づき、仮設住宅の用地確保計画や県産木材などを使用した建

築資材の備蓄など、迅速な復興を可能とする仕組みづくりを市町村をはじめ、林業や木材、建

築関係団体などとも連携しながら促進する。

訓練の実施等による実効性の向上

○ 県内市町村、民間事業者団体、他都道府県等による連携訓練を実施するなど実効性を高める。

○ 排水ポンプ車を保有している国土交通省と連携し、情報伝達訓練及び

排水ポンプ車稼働訓練を行い能力の向上を図る。

緊急輸送道路等の整備推進

○ 緊急輸送道路等の交通施設の災害対応力を強化するため、各施設の整備・耐震化を推進する｡

・緊急輸送道路等の橋梁耐震化率（再掲） ７８％（Ｈ２５）→ ８６％（Ｈ３０）

うち緊急輸送道路 ９４％（Ｈ２５）→ ９９％（Ｈ３０）

液状化対策の推進

○ 県内の詳細な地盤データを反映した「液状化危険度分布図」について、県ＨＰやパンフレッ

ト等による啓発に努める。

○ 「液状化」については、公表した被害想定をもとに、地域の実情にあった効果的な防災・減

災対策を、さらに加速化させる。

液状化危険度
液状化危険度が極めて高い（１５＜PL）

液状化危険度が高い（５＜PL≦１５）

液状化危険度はかなり低い（PL=0）

液状化危険度は低い（０＜PL≦５）

液状化危険度分布図
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８－２）道路啓開等の復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネーター、労働

者、地域に精通した技術者等）の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態

＜要点＞

建設業ＢＣＰの策定・見直しを促進するとともに、建設業界団体と行政が連携して、

建設産業の担い手確保･育成に取り組む。また、県技術職員ＯＢによる支援体制を構

築する。

建設業ＢＣＰ策定の促進

○ 建設企業におけるＢＣＰ策定を促進するため、「建設業ＢＣＰ認定制度」により継続して策

定を支援するとともに、認定したＢＣＰをより一層実効性のあるものとするため、認定企業の

継続更新に向けた取組を推進する。

・建設業ＢＣＰの認定企業数 ９９社（Ｈ２４）→１２０社（Ｈ３０）

建設産業の担い手確保・育成

○ 建設産業における担い手の確保・育成を図るため、建設業界団体と行政とが連携して、建設

産業の魅力を発信するとともに、技術者の育成などを支援する。

大規模災害発生時における支援協定の締結団体との連携強化

○ 「大規模災害発生時における支援協定」の締結団体と連携し，情報伝達訓練や応急対策連携

訓練を実施し，道路啓開等の能力向上や支援体制の強化を図る。

県技術職員ＯＢ等による支援体制の構築や道路啓開等の効率化

○ 県技術職員ＯＢ等からなる防災エキスパート、山地防災ヘルパー、砂防ボランティア等の

協力を得て、国から派遣されるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥへの

協力や市町村への支援ができる体制づくりを構築する。

○ 道路啓開等にあたっては、国等との情報共有を図り、限られた資源を有効かつ効率的に活用

するための体制を構築する。
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８－３）地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事

態

＜要点＞

自主防災組織の活性化や地域防災リーダーの育成により地域防災力の強化を図る。

加えて、警察・消防等の体制・資機材等の充実強化を図る。

自主防災組織等の充実強化

○ 自主防災組織については、現在９２.７％（全国４位）の組織率となっ

ており、今後は全国トップの組織率を目指し、さらに１００％の達成に

向けて取り組むとともに、活動の活性化について支援を行う。また、消

防団の強化や各地域における防災リーダーの育成を図る。さらに訓練を

通じて災害に強い地域コミュニティの構築を図る。

・市町村単位の自主防災組織連絡会の結成（再掲） １３市町村（Ｈ２５）

→ ２４市町村（Ｈ３０）

警察関係施設等の機能強化

○ 警察・消防機能の大幅な低下を回避するため、施設等の整備を進めるとともに、警察や消防

の緊急車両が被災後に使用できない事態を招かないよう対策を検討する。

警察、消防等の体制・資機材等の充実強化

○ 大規模地震災害など過酷な災害現場での救助活動能力を高めるため、

警察、消防等の体制・装備資機材や訓練環境等の更なる充実強化・整備

を図るとともに、関係機関との連携が十分機能するよう、通信基盤を含

む行政、警察、消防機能の低下を回避する取組を進める。

○ 警察災害派遣隊について、訓練練度の向上を図るため、訓練施設、体制の更なる充実強化や

装備資機材の新規整備及び更新を推進するとともに、給油手段の確保を図る。

被災者生活再建支援制度の充実

○ 被災者生活再建支援制度については、支給対象の拡大や被害認定方法の簡素化など制度の充

実について国に要望するとともに、被災者が早期に生活再建できるよう「被災者生活再建支援

制度」の研修を強化し、市町村職員の能力の向上を図る。


